
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日
提
出

質

問

第

三

九

号

社
会
保
険
庁
の
監
修
料
返
納
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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社
会
保
険
庁
の
監
修
料
返
納
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

社
会
保
険
庁
は
、
本
年
一
月
十
四
日
、
「
社
会
保
険
庁
を
め
ぐ
る
不
祥
事
案
等
に
関
す
る
調
査
報
告
書
」
の
中
で
、
監
修
料

の
実
態
に
関
す
る
追
加
調
査
を
公
表
し
た
。

昨
年
に
は
、
否
定
し
て
い
た
監
修
料
の
経
理
課
に
よ
る
プ
ー
ル
・
分
配
が
、
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。

そ
こ
で
、
以
下
の
実
態
を
調
査
・
把
握
し
て
、
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
是
非
に
関
し
て
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

一

過
去
五
年
、
年
度
ご
と
に
各
課
が
経
理
課
に
渡
し
た
監
修
料
額
を
各
課
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

ま
た
、
過
去
五
年
、
年
度
ご
と
に
経
理
課
が
各
課
に
分
配
し
た
監
修
料
の
分
配
額
を
、
課
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。
ま

た
、
そ
れ
は
職
員
ひ
と
り
当
た
り
い
く
ら
か
。

ま
た
、
経
理
課
が
分
配
し
な
い
で
、
保
管
し
て
い
た
監
修
料
は
、
年
度
ご
と
に
い
く
ら
か
。

二

各
課
で
は
、
そ
れ
を
何
に
使
っ
た
の
か
、
夜
食
代
、
飲
み
代
、
タ
ク
シ
ー
代
、
私
物
購
入
費
、
税
金
等
、
使
途
明
細
を
過

去
五
年
、
年
度
ご
と
、
課
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。

ま
た
、
経
理
課
が
分
配
し
な
い
で
、
保
管
し
て
い
た
監
修
料
は
、
何
に
使
っ
た
の
か
、
年
度
ご
と
に
明
細
を
お
示
し
願
い

一



た
い
。

三

プ
ー
ル
さ
れ
た
監
修
料
が
一
部
、
ま
だ
、
ど
こ
か
に
、
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
か
。

四

現
在
、
監
修
料
の
自
主
返
納
済
の
金
額
は
い
く
ら
か
、
役
職
者
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。
現
時
点
で
の
、
目
標
に
対
す

る
未
返
済
額
も
役
職
者
ご
と
に
お
示
し
願
い
た
い
。
な
ぜ
、
過
去
五
年
で
合
計
六
億
円
受
領
し
た
と
さ
れ
る
監
修
料
を
全

額
、
返
納
し
な
い
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


